
入 札 説 明 書 
 

独立行政法人地域医療機能推進機構湯布院病院 

 

 

１ 競争に関する事項 

 （１）調達件名及び数量      

    湯布院病院で調達する窓口受付・精算業務委託調達   

（２）調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による 

（３）履行期限（期間） 

   平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日（２ヵ年） 

（４）履行場所 

   独立行政法人地域医療機能推進機構湯布院病院 

（５）支払条件 

   毎月支払い（月末締切、２か月後末日支払） 

 

２ 競争に参加する者の必要資格に関する事項 

 （１）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供」で

Ａ・Ｂ・Ｃ等級以上に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者

であること。または、当院契約審査委員会において参加を認めた者であるこ

と。 

 （２）次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の申込書提出

期限の直近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納

がないこと。 

   ① 厚生年金保険 

   ② 健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

   ③ 船員保健 

   ④ 国民保健 

   ⑤ 労働者災害補償保健  

   ⑥ 雇用保険 

（注）各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を

完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手

続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料につ

いて滞納がない（分納が認められているものについては納付期限が到来し

ているものに限る。）こと。 

 

 （３）独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則第５条及び第６条の

規定に該当しないものであること。 



   ① 契約を締結する能力を有しない者 

   ② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

   ③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第３２条第１項各号に掲げる者 

   ④ 当院又はその他のものとの契約関係において、次の各号の一に該当する

と認められる者で、その事実があった後２年を経過していない者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な

利益を得るための連合をした者 

    ウ 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

エ 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務 

  の執行 

オ 正当な理由なく契約を履行しなかった者 

カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

 の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契 

約の履 

    ク 前各号に類する行為を行った者 

   ⑤ 当機構の前身団体と資本若しくは人事面等において関連がある法人 

 

３ 競争参加希望者の申込み等に関する事項 

 （１）競争参加希望者は、期限までに次の申込書類を事務部経理課まで持参提出

のこと。 

資格審査申請書の受領期限 平成３０年３月５日（月）１７時 

   ① 競争参加資格確認申請書 

   ② 統一参加資格審査結果通知書の写し 

   ③ 営業にあたっての許可又は認可等が義務付けられている者にあっては、

その許可証の写し 

   ④ 保険料納付に係る申立書及びこれを証する次の書類 

    ア 直近２年間の社会保険料の納入確認書の原本又は領収証書の写し若し

くはこれに準ずる書類 

    イ 直近２保険年度の労働保険料等加入・納入証明書又は労働保険料の申

告書の写し及び当該申告書に対応する全ての領収書の写し若しくはこ

れらに準ずる書類 

 

 （２）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）を有していない者は、次の書

類を提出すること。 

   ① 登記事項証明書（法人の場合のみ） 



   ② 営業経歴書 

   ③ 財務諸表（直近の事業年度分） 

   ④ 納税証明書又は申告書の写し及び当該申告書に対応する領収書若しくは

これらに準ずる書類（法人税又は所得税「個人事業者」、消費税及び地

方消費税） 

 

４ 入札に関する事項 

 （１）入札、開札日時及び場所 

    日時 平成３０年３月１９日（月）１０時００分 

    場所 独立行政法人地域医療機能推進機構湯布院病院 ２階 第２会議室 

 （２）この入札に参加する者は、仕様書、図面、見本又は現品もしくは、現場  

等、当院提示の書類を熟覧すること。 

 （３）入札者は、代理人が入札する場合には入札書に、代理人であることの表 

示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに委任状を入札時に持参 

のこと。 

 （４）入札者は、入札箱に投函した後においては、その開札の前後を問わず、こ 

れを引き換えもしくは変更し、又は取り消すことができない。 

 （５）開札は、入札日に入札者の面前において､これを行う。 

 （６）次の各項の一に該当する入札書は無効とする。 

   ① この競争の入札参加に必要な資格がない者により提出された入札書 

   ② 委任状のない代理人により提出された入札書 

   ③ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名（法人の場合はその名称また

は、商号及び代表者の氏名）及び代理人であることの表示並びに代理人

の氏名及び押印のない入札書 

   ④ ２人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書 

   ⑤ 同一の者により提出された２以上の入札書 

   ⑥ 記載事項が不備な入札書 

   ⑦ 入札金額の記載のない入札書及び入札金額が不明確な入札書 

   ⑧ 入札金額を訂正した入札書 

   ⑨ 入札書に記載の品名等及び数量が相違するとき、もしくは内訳を記載す

る場合に、予め示した記載例と違うとき。 

   ⑩ 入札者及び代理人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者

の氏名）の判断としない入札書 

   ⑪ 届出の印章の押印されていない入札書 

   ⑫ その他記載事項が不備又は判読できない入札金 

   ⑬ 明らかに連合と認められる入札書 

   ⑭ その他、入札に関する条件に違反したと判断される入札書 

 （７）入札書について 

   ① 入札書の記載金額は、消費税抜きの金額で記入すること。 



   ② 入札書に記載する会社の住所・氏名欄は、貴社が代理関係にある場合

は、本店・支店等の順で段書にすること。 

    

 （８）入札価格は、入札書に記載してある合計金額によりこれを定める。この合 

計金額と内訳金額が符合しないときは、合計金額に基づいて、これを補正 

させる。内訳金額の割当てを不相当と認めるときも同様とする。 

 （９）第一交渉権者の決定方法 

   ① 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を第一交渉権

者とする。 

   ② 落札となる同価の者が２以上あるときは、抽選でその第一交渉権者を定

める。 

   ③ 第１項の場合において第一交渉権者がないときは、直ちに再度入札に付

することがある。再度入札に付しても落札となる者がいない場合は、随

意契約に移行する。 

 （10）第一交渉権者は、落札決定の翌日から起算して、７日以内に契約書を提出 

すること。次に下記に該当するときは、落札の決定を取り消すことができ

る。ただし、正当の理由があると認めたときは、この限りでない。 

   ① 第一交渉権者が契約締結を辞退し、又は契約書を提出しないとき。 

   ② ４の（９）の規定による補正に応じないとき。 

 （11）結果発表 

契約交渉が整った場合は、入札参加者・契約相手方の氏名及び住所等を、 

１階事務部入札情報掲示板に掲示するとともに、ホームページの入札情報 

へ掲載し公表する。 

 （12）入札会当日持参するもの 

   ① 競争参加資格審査結果通知書  

   ② 入札書（会社で金額を記入し、封印したもの。） 

   ③ 委任状（代理人が入札する場合） 

   ④ 当院から提示した仕様書   

 （13）その他 

   ① 入札をした者は、入札終了後、この入札要綱等について、不明を理由と

して異議を申し立てることはできない。 

   ② 代理人をもって入札及び開札の立会いを行うときは、入札前に本人の委

任状を提出するものとする。 

   ③ 入札内容等についての質問がある場合は、別紙「質疑応答書」に記入の

上、下記問い合わせ先先宛ファックス又は郵送にて提出すること。 

   ④ 入札参加資格を有する者であっても入札・開札日当日の開始時間までに

会場へ入室していない場合は、参加資格を無効とする。 

 

入札に伴う質問の締切日時は平成３０年３月１６日（金）１７時必着とする。 



  

   <問い合わせ先> 

《施設住所》〒679-5193 大分県由布市湯布院町川南 252 

《施設名》独立行政法人地域医療機能推進機構湯布院病院 

《部署》事務部経理課 

《担当》藤丸 

《ＴＥＬ》０９７７－８４－３１７１ 

《ＦＡＸ》０９７７－８４－３９６９ 

 

 

 


